
・求職者マイページを開設していること
・事業所が求人者マイページを開設していること
・ハローワークで相談し応募可能となった求人または提供された求人であること
※相談日・提供した日以降、採用者決定などにより求人が取り消されている場合があります。

応募の際の連絡先など
職業紹介第2部門

担当：

オンラインハローワーク紹介が受けられる条件

【オンラインハローワーク紹介のイメージ】

連絡期限：令和 年 月 日まで
0225-95-0158

【オンラインハローワーク紹介可能な求人（求人番号）】

部門コード42#


